
令和８年第１回世田谷区議会定例会提出予定案件 

〔令和８年２月９日現在〕 

 

 

 

 

 

 

 

【 議 案 】 

＜政 策 経 営 部＞ 

（１）令和８年度世田谷区一般会計予算 

（２）令和８年度世田谷区国民健康保険事業会計予算 

（３）令和８年度世田谷区後期高齢者医療会計予算 

（４）令和８年度世田谷区介護保険事業会計予算 

（５）令和７年度世田谷区一般会計補正予算（第６次） 

（６）令和７年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算（第２次） 

（７）令和７年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算（第２次） 

（８）令和７年度世田谷区介護保険事業会計補正予算（第２次） 

（９）令和７年度世田谷区学校給食費会計補正予算（第２次） 

（10）世田谷区組織条例の一部を改正する条例 

   改正理由 令和８年４月１日付組織改正に伴う一部改正 

   改正内容 環境政策部と清掃・リサイクル部を統合する。 

   施 行 日 令和８年４月１日 

 

＜総 務 部＞ 

（11）職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

      改正理由 管理職員及び技能系職員に係る給与制度等の改正に伴う一部改正 

   改正内容 管理職員に係る給料表の級号給及び管理職員特別勤務手当の支給対象と 

なる時間帯、技能系職員に係る給料表等の改正を行う。 

   施 行 日 令和８年４月１日 

 

（12）幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

      改正理由 管理職員に係る給与制度の改正に伴う一部改正 

   改正内容 管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯の改正を行う。 

   施 行 日 令和８年４月１日 

 

 

 

 

議 案   ３２件 

諮 問    １件 

報 告   １８件 



 

（13）世田谷区手数料条例の一部を改正する条例 

      改正理由 ①建築基準法施行令の改正に伴う一部改正 

        ②マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う一部改正 

③医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

の改正に伴う一部改正 

   改正内容 引用条項の改正に伴う一部改正 

   施 行 日 ①公布の日 

        ②令和８年４月１日 

③令和８年５月１日 

 

＜財 務 部＞ 

（14）世田谷区立瀬田小学校校庭整備他工事請負契約 

契約方法 一般競争入札（総合評価方式）（令和８年１月８日） 

   予定価格 ２９３，９２０，０００円 

        （消費税及び地方消費税相当分 ２６，７２０，０００円） 

   契約金額 ２７３，０５０，８００円 

        （消費税及び地方消費税相当分 ２４，８２２，８００円） 

   相 手 方 東京都世田谷区三宿二丁目３６番９号 

日勝スポーツ工業株式会社 

代表者 岡 田 一 良 

   工    期 令和８年１１月３０日 

   支出科目等  令和７年度 一般会計 教育費 

小学校費 学校施設建設費 工事請負費 

債務負担行為 

（期間 令和８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（15）世田谷区立弦巻中学校改築等電気設備工事請負契約 

      契約方法 一般競争入札（総合評価方式）（令和８年１月８日） 

   予定価格 ８０１，７９０，０００円 

        （消費税及び地方消費税相当分 ７２，８９０，０００円） 

   契約金額 ８０１，７９０，０００円 

        （消費税及び地方消費税相当分 ７２，８９０，０００円） 

   相 手 方 東京都世田谷区上馬二丁目２７番２３号 

旭・大雄建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区上馬二丁目２７番２３号 

旭電業株式会社 

代表者 松 岡 徹 

構成員 東京都世田谷区給田三丁目２６番２０号 

大雄電設工業株式会社 

代表者 大 川 章 

   工    期 令和１１年２月２８日 

支出科目等 令和７年度 一般会計 教育費 

中学校費 学校施設建設費 工事請負費 

債務負担行為 

（期間 令和８年度～令和１０年度） 

 

（16）世田谷区立桜丘幼稚園改修工事請負契約 

      契約方法 一般競争入札（総合評価方式）（令和７年１２月１８日） 

   予定価格 ２３４，２４５，０００円 

        （消費税及び地方消費税相当分 ２１，２９５，０００円） 

   契約金額 ２３３，２００，０００円 

        （消費税及び地方消費税相当分 ２１，２００，０００円） 

   相 手 方 東京都世田谷区経堂五丁目２３番１５号 

        東光建設株式会社 

        代表者 草 深 和 重 

   工    期 令和９年２月２６日 

   支出科目等 令和７年度 一般会計 教育費 

幼稚園費 幼稚園管理費 工事請負費 

債務負担行為 

（期間 令和８年度） 

 

 

 

 

 

 

 



 

（17）補助第２１６号線４号橋整備工事（下部工）請負契約変更 

      契約件名 補助第２１６号線４号橋整備工事（下部工） 

   契約金額 議決金額 １，４８９，８４０，０００円 

        既定金額 １，５４４，５０４，５００円 

        変更金額 １，７０５，６８４，５６３円 

   相 手 方 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号  

東急・新舘建設共同企業体  

代表者 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 

東急建設株式会社東日本建築支店 

代表者 中 村 淳   

構成員 東京都世田谷区鎌田二丁目１２番１３号  

新舘建設株式会社  

代表者 新 舘 豊 浩 

   工  期 令和８年１１月５日 

   変更理由 ①工事請負契約約款第２５条第６項の規定に基づき、賃金水準及び物価 

水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたため。 

        ②工事に伴い発生した土砂が土壌汚染対策法の基準不適格土壌であるこ

とが判明し、当初予定していた受入れ先での処分が困難となり、搬出

先の変更が必要となったため。 

        ③鋼管ソイルセメント杭施工時に、液状の余剰ソイルセメントが想定以 

上に発生したことにより、バキューム車による運搬処理が必要となっ 

たため。 

 

（18）世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事請負契約変更 

   契約件名 世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事 

   契約金額 議決金額 ２１２，３００，０００円 

        変更金額 １４１，６０５，２００円 

   相 手 方 東京都世田谷区喜多見七丁目２７番地  

株式会社高橋組興業 

代表者 高 橋 利 明 

   工  期 令和８年３月２４日 

   変更理由 工事着手後、掘削により道路下の埋設物と雨水管との干渉が判明し、推

進工事区間の中止が生じたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（19）財産（世田谷区本庁舎東２期棟及び西２期棟開設に伴う一般什器、備品等）の取得 

   契約方法 指名競争入札（令和７年１２月１６日） 

   契約金額 ７９６，４００，０００円 

        （消費税及び地方消費税相当分 ７２，４００，０００円） 

   相 手 方 東京都世田谷区下馬一丁目４７番２３号 

株式会社三陽堂 

        代表者 高 木 潤 二 

   納  期 令和９年１月１２日 

   支出科目等 令和７年度 一般会計 総務費 

総務管理費 一般管理費 需用費及び備品購入費 

債務負担行為 

（期間 令和７年度～令和８年度） 

 

＜地 域 行 政 部＞ 

（20）世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例 

   改正理由 ①区民会館集会室等における営利目的での利用開始に伴う一部改正 

②施設使用料・利用料金が５割加算される入場料等の額の改定を行うた

めの一部改正 

③施設使用料・利用料金が５割加算される適用対象の追加を行うための

一部改正 

   改正内容 ①区民会館集会室等における営利目的での利用を可能とするための規定

の整備を行う。 

        ②施設使用料・利用料金が５割加算される入場料等の額の改定を行う。 

        ③施設使用料・利用料金が５割加算される適用対象の追加を行う。 

   施 行 日 ①②公布の日 

③令和８年４月１日 

 

＜環 境 政 策 部＞ 

（21）世田谷区環境美化等に関する条例の一部を改正する条例 

   改正理由 屋外の公共的空間での環境美化及び喫煙による迷惑行為防止の促進に伴

う一部改正 

   改正内容 「たばこ」の定義を追加し、「喫煙」の定義を改正する。 

   施 行 日 令和８年７月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜清掃・リサイクル部＞ 

（22）世田谷区清掃・リサイクル条例の一部を改正する条例 

   改正理由 ①組織改正に伴い、清掃・リサイクル審議会と環境審議会を統合するため

の一部改正 

        ②資源の有効な利用の促進に関する法律の改正に伴う一部改正 

   改正内容 ①清掃・リサイクル審議会に係る条文の削除 

        ②引用条項の改正に伴う一部改正 

   施 行 日 ①令和８年６月１日 

        ②令和８年４月１日 

 

＜保健福祉政策部 ＞ 

（23）東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議 

   協議理由 後期高齢者医療における保険料の軽減措置について規約に定めるため。 

   協議内容 令和７年度までの時限措置として実施している保険料の軽減措置につい

て、令和８年度及び令和９年度も引き続き実施する。 

   施 行 日 令和８年４月１日 

 

＜障 害 福 祉 部＞ 

（24）世田谷区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 

      改正理由  手当の支給額の引き上げに伴う一部改正 

   改正内容 心身障害者福祉手当の支給額の改定を行うとともに、規定の整備を行う。 

   施 行 日 令和８年４月１日 

 

＜子 ど も ・ 若 者 部＞ 

（25）世田谷区特定乳児等通園支援事業の運営の基準等に関する条例 

   目   的 子ども・子育て支援法の改正に伴う条例制定 

   内    容 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準等を定める。 

   施 行 日 令和８年４月１日 

 

（26）世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

      改正理由 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴う一部改正 

   改正内容 母子生活支援施設等に配置される職員の任用要件に「こども家庭ソーシ

ャルワーカーの資格を有する者」を追加するとともに、規定の整備を行

う。 

   施 行 日 公布の日 

 

（27）世田谷区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

   改正理由 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴う一部改正 

   改正内容 一時保護施設に配置される職員の任用要件に「こども家庭ソーシャルワ

ーカーの資格を有する者」を追加する。 

   施 行 日 公布の日 



 

（28）世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

      改正理由 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準の改正に伴う一部改正 

   改正内容 規定の整備を行う。 

   施 行 日 公布の日 

         

（29）世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例 

      改正理由 ①就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学

大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴う一部改正 

        ②児童福祉法の改正に伴う一部改正 

   改正内容 ①規定の整備を行う。 

        ②引用条項の改正に伴う一部改正 

   施 行 日 公布の日 

 

（30）世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

      改正理由 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準の改

正に伴う一部改正 

   改正内容 規定の整備を行う。 

   施 行 日 公布の日 

 

＜みどり３３推進担当部＞ 

（31）世田谷区立公園条例の一部を改正する条例 

      改正理由 区立公園の新設に伴う一部改正 

   改正内容 名 称  世田谷区立上祖師谷たなばた公園 

        所在地 世田谷区上祖師谷七丁目７番１号 

        面 積 １１３．５１㎡ 

   施 行 日 令和８年３月３１日 

 

（32）世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例 

      改正理由 区立身近な広場の新設に伴う一部改正 

   改正内容 名  称  世田谷区立成城みつ池広場 

        所在地  世田谷区成城四丁目２０番２０号 

        面  積 ２０１．９９㎡ 

   施 行 日 令和８年３月３１日 

 

 

 

 

 

 



 

【 諮 問 】 
＜生 活 文 化 政 策 部＞ 

（１）人権擁護委員候補者推薦の諮問 

  （詳細は別添資料１のとおり） 

 

 

【 報 告 】 
＜財 務 部＞ 

（１）議会の委任による専決処分の報告（世田谷区本庁舎等整備工事） 

   契約件名 世田谷区本庁舎等整備工事 

契約金額 議決金額 ４２，１３０，４１８，０００円 

変更金額 ４２，２４６，８９７，０００円 

   工  期 令和１１年４月２７日 

   相 手 方 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

大成建設株式会社東京支店 

代表者 中 村 有 孝 

      変更理由 ①建築基準法関係規定への適合審査について、東京都と協議を行った結

果、防火区画仕様の変更及び壁や天井に施工する断熱材の不燃仕様へ

の変更等を行う必要が生じたため。 

        ②排水ルート及び配管径について、設計当時の世田谷区の過去最大雨量 

を、想定最大雨量として設計していたところ、近年それを上回る降雨

量が観測されたことを踏まえ、見直しを行ったため。 

   専決処分日 令和８年１月２２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）議会の委任による専決処分の報告（世田谷区立瀬田小学校改築工事） 

   契約件名 世田谷区立瀬田小学校改築工事 

   契約金額 議決金額 ３，６１６，８００，０００円 

既定金額 ３，９５７，７７８，０００円 

変更金額 ４，０４３，１９３，０００円 

   工  期 令和８年２月２７日 

   相 手 方 東京都世田谷区奥沢四丁目４番４号 

        白井・東光・髙野建設共同企業体 

        代表者 東京都世田谷区奥沢四丁目４番４号白井ビル 

            白井建設株式会社 

            代表者 白 井 栄 一 

        構成員 東京都世田谷区経堂五丁目２３番１５号 

            東光建設株式会社 

            代表者 草 深 和 重 

        構成員 東京都世田谷区松原五丁目４１番７号 

            高野建設株式会社 

            代表者 高 野 年 弘 

      変更理由 ①工事請負契約約款第２５条第６項の規定に基づき、賃金水準及び物

価水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたため。 

        ②工事着手後、既存建物床下を調査したところ土間下の土が沈下して

いることが判明した。それに伴い、埋め戻しを行う必要が生じたた

め。 

      ③工事着手後、撤去対象範囲においてアスベスト含有調査を行ったとこ 

ろアスベストが検出され、撤去する必要が生じたため。 

   専決処分日 令和７年１２月２６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）議会の委任による専決処分の報告（世田谷区立瀬田小学校改築電気設備工事） 

   契約件名 世田谷区立瀬田小学校改築電気設備工事 

   契約金額 議決金額 ４８９，９４０，０００円 

既定金額 ５５４，１２５，０００円 

変更金額 ５５７，１９４，０００円 

工  期 令和８年２月２７日 

   相 手 方 東京都世田谷区砧二丁目１５番８号 

米沢・吉野建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区砧二丁目１５番８号 

    米沢電気工業株式会社東京支店 

    代表者 陸 畑 慎 一 

構成員 東京都府中市宮町二丁目１６番地の４第１本多ビル２Ｆ 

    吉野電設株式会社 

            代表者 砂 崎 裕 史 

      変更理由 工事着手後、撤去配管塗装材のアスベスト含有調査をしたところ、塗装

材の下地にアスベストが含まれていることが判明し、アスベスト含有物

の産業廃棄物処理が必要であるため。 

   専決処分日 令和７年１２月２６日 

 

（４）議会の委任による専決処分の報告（世田谷区立瀬田小学校改築空気調和設備工事） 

    契約件名 世田谷区立瀬田小学校改築空気調和設備工事 

   契約金額 議決金額 ４３５，６００，０００円 

既定金額 ４６４，５１４，９３０円 

変更金額 ４６７，５９５，４８０円 

   工  期 令和８年２月２７日 

   相 手 方 東京都世田谷区瀬田四丁目２４番１３号 

大橋・田中建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区瀬田四丁目２４番１３号 

    大橋エアシステム株式会社東京本店 

    代表者 富 松 啓 

構成員 東京都世田谷区北烏山一丁目５９番８号 

    田中工業株式会社 

代表者 田 中 辰 徳 

      変更理由 工事請負契約約款第２５条第６項の規定に基づき、賃金水準及び物価水

準の変動に係る費用を追加する必要が生じたため。 

   専決処分日 令和７年１２月２６日 



 

（５）議会の委任による専決処分の報告（世田谷区立瀬田小学校改築給排水衛生設備工事） 

   契約件名 世田谷区立瀬田小学校改築給排水衛生設備工事 

   契約金額 議決金額 ３２４，６３２，０００円 

既定金額 ３３５，９０５，９００円 

変更金額 ３３９，７３２，３６０円 

   工  期 令和８年２月２７日 

   相 手 方 東京都世田谷区南烏山四丁目４番１５号 

福吉・猿渡建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区南烏山四丁目４番１５号 

    福吉設備工業株式会社 

    代表者 山 下 和 美 

構成員 東京都世田谷区喜多見一丁目２１番１３号  

    有限会社ＳＳＫ 

代表者 猿 渡 啓 二 

      変更理由 ①工事請負契約約款第２５条第６項の規定に基づき、賃金水準及び物

価水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたため。 

        ②給水配管の撤去について、当初は別工事での施工を想定していたが、

同時期に水道局の道路掘削工事があることが判明し、併せて施工す

ることで効率化が図れることから、本工事に含めるため。 

専決処分日 令和７年１２月２６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（６）議会の委任による専決処分の報告（世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事） 

   契約件名 世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事 

  契約金額 議決金額 ３６２，４５０，０００円 

変更金額 ３７１，４０４，０００円 

  工  期 議決工期 令和８年２月１７日 

        変更工期 令和８年３月１７日 

   相 手 方 東京都世田谷区船橋一丁目８番１３号 

東京コーポレーション株式会社 

代表者 松 本 真 弥 

      変更理由 ①想定以上の猛暑により、環境省が公表するＷＢＧＴ値において値が 31

以上となった期間を算定したところ、基準を超える日が発生したこと

により、当該作業不能日分について工期延伸をする必要が生じたため。 

        ②発生土を東京都建設発生土再利用センターへ搬出する予定だったが、

受け入れ不可となったことに伴い、民間の再利用施設へ搬出する必要

が生じたため。 

        ③令和７年３月適用の公共工事設計労務単価に係る特例措置のため。 

   専決処分日 令和８年１月１３日 

 

（７）議会の委任による専決処分の報告（世田谷区立玉川野毛町公園第２期拡張工事） 

   契約件名 世田谷区立玉川野毛町公園第２期拡張工事 

   契約金額 議決金額 ５４５，４８３，２７９円 

        変更金額 ５７７，１６１，２００円 

   工  期 令和８年７月１日 

   相 手 方 東京都世田谷区玉川二丁目２番１号  

石勝岩城建設共同企業体  

代表者 東京都世田谷区玉川二丁目２番１号  

株式会社石勝エクステリア  

代表者 大 柴 信 吾  

構成員 東京都世田谷区深沢八丁目７番１３号  

株式会社岩城  

代表者 岩 城 隆 

      変更理由 ①工事に伴い発生した土砂等について、当初予定していた搬出先の体

制が整わず、受入れが困難となり、搬出先を変更する必要が生じた

ため。 

        ②近隣に配慮し、拠点施設の室外機の騒音を抑制するため、当初予定

していた対策よりも効果が見込める防音パネルを設置する必要が生

じたため。 

   専決処分日 令和８年１月２２日 

 



 

（８）議会の委任による専決処分の報告（松原橋補修工事委託） 

   契約件名 松原橋補修工事委託 

   契約金額 議決金額 ３１１，５７５，０００円 

        変更金額 ２６４，２３５，０７０円 

   工  期 令和８年３月２７日 

   相 手 方 東京都新宿区新宿三丁目１番２４号  

京王電鉄株式会社  

代表者 都 村 智 史 

      変更理由 商店街や通行車両への影響を極力少なくするため、施工方法を見直して

通行規制期間を短縮した結果、交通誘導員費が減少したため。 

   専決処分日 令和８年１月２０日 

 

＜清掃・リサイクル部＞ 

（９）議会の委任による専決処分の報告（自動車事故に係る損害賠償額の決定） 

（10）議会の委任による専決処分の報告（自動車事故に係る損害賠償額の決定） 

 (11) 議会の委任による専決処分の報告（自動車事故に係る損害賠償額の決定） 

   当 事 者 甲（世田谷区） 

        乙（埼玉県さいたま市在住） 

        丙（埼玉県上尾市在住 同乗者） 

        丁（埼玉県上尾市在住 同乗者） 

   事故概要 令和７年８月４日、甲職員が作業の帰路に車両を走行中、対向車線から

右折しようとする救急車に進路を譲るために、停止した乙車両に追突し

た。当該事故にかかる物件損害の賠償及び人身損害の賠償を乙に、人身

損害の賠償を丙、丁にそれぞれ行う。 

   損害賠償額 乙 １，４９１，６２４円 

        丙       ６８，８２１円 

        丁       ６２，１７０円 

   専決処分日 令和８年１月２２日 

 

（12）議会の委任による専決処分の報告（自動車事故に係る損害賠償額の決定） 

   当 事 者 甲（世田谷区） 

         乙（東京都練馬区在住） 

   事故概要 令和７年３月２５日、甲職員が、粗大ごみの収集作業を行うために車両

を走行中、一時停止するために左側に車両を寄せた際に、左後方から走

行してきた乙バイクの右前方バンパーと、車両の左前方側部及び左前輪

が接触し、乙はバランスを崩して地面に転倒した。 

   損害賠償額 ６４１，２３２円 

   専決処分日 令和８年１月５日 

 

 

 



 

＜都 市 整 備 政 策 部＞ 

（13）議会の委任による専決処分の報告（世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起） 

   当 事 者 甲（世田谷区） 

        乙（元使用者） 

      訴えの要旨 ①乙は、甲に対し、建物を明け渡せ。 

        ②乙は、甲に対し、滞納金７４１，２９０円を支払え。 

        ③乙は、甲に対し、令和７年１１月１日から建物の明渡済まで１箇月１

２万３，０００円の割合による金員を支払え。 

        ④訴訟費用は乙の負担とする。 

   提訴の理由 区営住宅の使用料等の滞納に関し、乙は甲からの再三の連絡に応答せず、

支払いが履行されないため、専決処分を得たうえで乙を被告として、住

宅の明渡し及び滞納使用料等の支払いを求める訴えを提起する。 

   専決処分日 令和８年１月２２日 

 

＜土 木 部＞ 

（14）議会の委任による専決処分の報告（歩行者の負傷事故に係る損害賠償額の決定） 

   当 事 者 甲（世田谷区） 

        乙（世田谷区在住） 

   事故概要 令和７年７月１０日、甲が管理する区道において、乙が歩行中、前方か

ら来た自動車を避けるため道路脇に寄ったところ、Ｌ形側溝に生じてい

た段差に右足をぶつけ、右足親指を負傷した。 

   損害賠償額 ３０８，９４４円 

   専決処分日 令和８年１月２２日 

 

＜監 査 事 務 局＞ 

（15）令和７年１０月分例月出納検査の結果について 

（16）令和７年１１月分例月出納検査の結果について 

（17）令和７年１２月分例月出納検査の結果について 

（18）令和７年度定期監査の結果について 

 

 



 

令 和 ８ 年 ２ 月 ３ 日 

             生 活 文 化 政 策 部 

人権・男女共同参画課 

  

人権擁護委員候補者推薦の諮問 

 

１ 主旨 

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき市町村(特別区を含む。以下同じ)の区域

に配置する市町村長が候補者として推薦した者の中から法務大臣が委嘱している。 

また、候補者の推薦にあたっては、市町村議会の意見を聞くことが定められており、 

このたび、令和８年６月３０日をもって人権擁護委員３名が任期満了となるため、後

任の候補者を推薦する必要があるため、令和８年区議会第一回定例会にて後任候補者

の推薦を諮問する。 

 

 

 

 

 

 

 ※別紙１「世田谷地区人権擁護委員名簿」参照 

 

２ 退任委員 

別紙２のとおり 

 

※任期、令和５年７月１日～令和８年６月３０日（３年間） 

 

３ 推薦候補者 

別紙２のとおり 

 

※年齢は令和８年７月１日委嘱時 

※予定任期、令和８年７月１日～令和１１年６月３０日（３年間） 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

（別紙３「人権擁護委員委嘱までの流れ」参照） 

  令和８年２月  区議会第一回定例会にて提案 

  令和８年２月  候補者を法務大臣に推薦 

令和８年７月１日    法務大臣が委嘱 

 

 

 

【人権擁護委員法第６条第３項】 

市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見  

高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会実業家、教育者、報道新聞  

の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって、直接、間接  

に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の  

意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。 

Kishida102
フリーテキスト
　【別　　添　　資　　料　　１】



参考 

 

１ 人権擁護委員法ほか概要（抜粋） 

○第９条 委員の任期 

  人権擁護委員の任期は３年とする。ただし、任期満了後も後任者が委嘱されるまで

の間、その職務を行う。 

○第１１条 委員の職務 

・自由人権思想の啓蒙、及び宣伝をすること。 

・民間における人権擁護運動の助長に努めること。 

・人権侵犯事件については、その救済のために調査、情報の収集を行い、法務大臣 

への報告や関係機関に対する勧告など適切な措置を講じること。 

・貧困者に対し、訴訟の援助や人権擁護のための適切な救済措置を講じること。 

・その他人権の擁護に努めること。 

○委員候補者の年齢要件（法務省人権擁護局長通達） 

・新任の委員候補者は６８歳以下の者 

・再任の委員候補者は７５歳未満の者 

 

 

２ 人権擁護委員が携る主な活動 

 （１）世田谷区内での活動 

① 人権擁護相談（各総合支所で毎月５回実施）※事前予約制の対面相談 

② 中学生人権作文コンテスト（毎年区立中学校２校で実施） 

③ 人権の花運動（毎年区立小学校４校で実施。児童が花栽培を通し命の大切さを

理解し人権意識醸成に繋ぐ活動)  

④ ｢人権週間(１２月４日～１０日)｣にあわせた啓発活動 

⑤ 世田谷地区人権擁護委員会の会議（年３回開催） 

 

 （２）東京法務局での活動 

① 常設人権擁護相談（月～金曜日電話で実施） 

② 東京人権擁護委員協議会等の各委員が所属する委員会等の活動（年４～５回） 

③ 東京人権擁護委員協議会第３部会(品川区･大田区･目黒区･渋谷区･世田谷区) 

の会議（年３回開催） 

 



氏名 ふりがな 推薦団体 委嘱年月日 満了年月日 当初委嘱 委嘱回数

小島　和子 こじま　かずこ
社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会 令和5.4.1 令和8.3.31 平成20.4.1 6回

鈴木　賢治 すずき　けんじ　
社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会 令和5.4.1 令和8.3.31 平成23.4.1 5回

佐々木　健二 ささき　けんじ 世田谷区法曹会 令和5.7.1 令和8.6.30 平成26.7.1 4回

安藤　弘子 あんどう　ひろこ
社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会 令和7.1.1 令和9.12.31 平成31.1.1 3回

早川　明伸 はやかわ　あけのぶ 世田谷区法曹会 令和5.7.1 令和8.6.30 令和2.7.1 ２回

上田　浩憲 うえだ　こうけん 世田谷区保護司会 令和5.7.1 令和8.6.30 令和2.7.1 ２回

橋本　文子 はしもと　ふみこ 世田谷区保護司会 令和6.7.1 令和9.6.30 令和3.7.1 ２回

永田　富美子 ながた　ふみこ 世田谷区保護司会 令和6.10.1 令和9.9.30 令和3.10.1 2回

阿部　能章 あべ　よしあき 世田谷区法曹会 令和7.1.1 令和9.12.31 令和4.1.1 2回

金武　友江 かねたけ　ともえ 世田谷区保護司会 令和7.1.1 令和9.12.31 令和4.1.1 2回

吉本　一哉 よしもと　かずや 玉川医師会 令和8.1.1 令和10.12.31 令和5.1.1 2回

林　一仁 はやし　かずひと 世田谷区保護司会 令和5.4.1 令和8.3.31 令和5.4.1 1回

小柳　樹弘 こやなぎ　しげひろ 世田谷区保護司会 令和6.1.1 令和8.12.31 令和6.1.1 1回

小山　裕美 こやま　ひろみ 世田谷区法曹会 令和6.7.1 令和9.6.30 令和6.7.1 1回

志賀　厚介 しが　こうすけ 世田谷区法曹会 令和7.1.1 令和9.12.31 令和7.1.1 １回

深沢　岳久 ふかざわ　たかひさ 世田谷区法曹会 令和7.1.1 令和9.12.31 令和7.1.1 １回

西牧　佑介 にしまき　ゆうすけ 世田谷区法曹会 令和7.1.1 令和9.12.31 令和7.1.1 １回

小松　公子 こまつ　きみこ
社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会 令和7.4.1 令和10.3.31 令和7.4.1 1回

山本　立真 やまもと　たつま 世田谷区医師会 令和7.4.1 令和10.3.31 令和7.4.1 1回

森本　みなみ もりもと　みなみ
社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会 令和8.1.1 令和10.12.31 令和8.1.1 1回

令和8年1月1日現在　　　　

世田谷地区人権擁護委員名簿 別紙１



人権擁護委員委嘱までの流れ

法務大臣

東京法務局

区 長

各種機関・団体

・世田谷区法曹会
・一般社団法人世田谷区医師会
・一般社団法人玉川医師会

・世田谷区保護司会
・社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
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者
推
薦

区 議 会

⑤ 意見依頼

⑥ 意 見

⑦
推

薦

1．弁護士会

2．都人権擁護委員連合会
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⑨

意見依頼

意 見
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委
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第一東京

第二東京
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